
 

 

令和 8 年 3 月 11 日 

広島県済生会人事給与システム更新業務公募型プロポーザルの質疑回答について 

 

各位 

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 

広島県済生会 

支部長 菊 間 秀 樹                    

質疑に対して、下記の通り回答いたします。 

質   疑 回   答 

 プロポーザル参加申込書の捺印につ

いて、ゴム印および印については、

社長印となりますでしょうか。（広島

支店長印でもよろしいでしょうか） 

 業務仕様書の記載について、業務仕

様書に明記があり、プロポーザル実

施要綱の審査基準に記載のない項目

がございます。（例：業務仕様書 6

(6)、7，8 など）特に 6(6)、7 などは

明記不要でしょうか。※必要最低限

の枚数とする旨の記載があったた

め、ご質問です。 

 プロポーザル実施要綱の 2(3)契約期

間ですが、4 月以降も保守は継続され

るものと考えてよろしいでしょう

か。 

 また、令和 9 年４月を本稼働とした

場合、本稼働確認後に検収を取る作

業が発生いたします。(一部の作業の

お支払いが令和 9 年４月以降とな

る）この部分はお支払いスケジュー

ルにて明記すれば問題ないでしょう

か。 

 

 契約時の決裁者が広島支店長であれ

ば、支店長印で構いません。 

 

 

 企画提案書については、実施要領の

審査基準に記載のない項目は明記不

要です。 

 

 

 

 

 

 保守については、4 月以降も継続いた

します。 

 

 

 令和 9 年４月以降となる支払いにつ

いては、支払いスケジュールを明記

してください。 

 

 

 

 

 



 

 プロポーザル実施要綱の 3 ですが、

「※ランニングコストは本稼働よ

り・・」の記載について、弊社のご

提案の場合、データセンター費用は

本稼働前の契約期間中からランニン

グコストが発生いたします。この場

合は、①発生時から５年、②本稼働

時から５年、③発生時＋本稼働後５

年のどのパターンにて記載すべきで

しょうか。 

 様式 4 導入実績一覧表について、事

例取材等の情報開示許諾がないお客

様は契約先（社名と想定）の開示が

できません。その場合は A 社等のマ

スキングされた情報での開示となり

ます。 

 様式 4 と企画提案書の審査基準①基

本事項の導入事例は、異なる粒度で

の情報をお求めでしょうか。 

 

 想定管理人数のご確認 

「公告」に記載の納入場所に関連し

ての質問となります。 

ご提示いただいた法人様それぞれに

ついて、実際にシステムで管理いた

だく人数想定を以下の形で伺いたく

存じます。 

xx 法人：管理想定人数…xxx 名（う

ちパート・アルバイト…xxx 名） 

（質問の趣旨） 

金額感や導入規模・工数を算出・ご

提示するために必要な情報となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 本稼働前の契約期間中から発生する

ランニングコストについては、③発

生時＋本稼働後５年パターンで記載

してください。 

 

 

 

 

 

 

 導入実績一覧表について、情報開示

許諾がない契約先名はマスキングさ

れた情報での開示で構いません。 

 

 

 

 様式 4 と企画提案書の審査基準①基

本事項の導入事例については、特に

異なる粒度での情報は求めておりま

せん。 

 広島県済生会：管理想定人数 993 名

（内：時間給職員 208 名、パート医

師 75 名） 

内訳 

済生会広島病院 529 名（正職員 409

名、パート 75 名、パート医師 45

名） 

はまな荘 79 名（正職員 52 名、パー

ト 27 名） 

やすらぎ 11 名（正職員 10 名、パー

ト 1 名） 

済生会呉病院 216 名（正職員 151

名、パート 35 名、パート医師 30

名） 

かもめ 5 名（正職員 4 名、パート 1

名） 

居宅さいせい 10 名（正職員 10 名） 

センター143 名（正職員 74 名、パー

ト 69 名） 



 

 

 「導入システムの会社に属するも

の」の範囲のご確認 

「広島県済生会人事給与システム更

新業務仕様書」の「６．導入要件

（４） 導入支援・サポート体制」に

ついてのご質問となります。 

導入システムの会社に属するものと

いう点は認識いたしましたが、関係

するメンバーは全員例外なく。とい

うことになりますでしょうか。 

（質問の趣旨） 

メインの担当は当然導入システムの

会社に属するものであるべきと考え

ております。 

しかし専門的なサポートを高いレベ

ルでご提供させていただく観点で、

より優れた人間をサポート・サブ担

当として、他の会社からアサインす

る（貴法人から見れば再委託にな

る）可能性・選択肢も検討したく確

認したい次第です。 

※この場合、全メンバーの管理・指

揮監督は当然に導入システムの会社

に属するもの。が行う想定でおりま

す。 

 API 連携及び CSV 連携の仕様や制約

の有無のご確認 

「広島県済生会人事給与システム更

新業務仕様書」の「６．導入要件

（５） システム連携」の②について

のご質問です。 

API 連携及び CSV 連携ができること

とありますが、労務管理システム側

の連携要件・仕様を明示いただくこ

とは可能でしょうか。 

（質問の趣旨） 

仮に、弊社提案システムが連携によ

る出入力が可能だとしても、労務管

※退職者分は含んでいません。 

 支援体制については、導入がスムー

ズに行える体制を整えていただくこ

とを前提として、サポート・サブメ

ンバーについては法令遵守、機密保

持について貴社の管理のもとに遵守

いただけることであれば再委託でも

可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、Company Ver.6.7 を使用し

SmartHR にて CSV 連携し、給与シ

ステムから月次の給与支給項目、源

泉徴収票の PDF データを、そして、

SmartHR からは年末調整の職員が入

力したデータのデータ移行を行って

おります。今後は職員の住所変更・

家族構成の変更・通勤方法の変更な

どの情報の連携を考えております。 

連携の仕様を明示することは出来か

ねますが、上記と同様のことが API

連携もしくは CSV 連携にてできるこ

とが連携要件とします。 



 

理システム側（Smart HR）の仕様や

サービス、考え方によっては（特に S

aaS 製品の場合、マルチテナント化さ

れた製品であればなおのこと）、労

務管理システム側との連携を作る際

に、制約や禁止事項が発生すること

もあるかと存じます。 

その場合、弊社回答は製品上も「で

きる」回答であったとしても、実務

としては連携ができない（対向シス

テムの都合で制限される）となる可

能性を危惧してのご質問となりま

す。 

 納品成果物としての各種マニュアル

の提供方法のご相談 

「広島県済生会人事給与システム更

新業務仕様書」の「７．納品成果

物」の「各種マニュアル」に関する

ご質問ないしご相談です。 

書面及び電子媒体での納品となって

おりますが、これ以外での納品・提

供方法（例えば、貴法人とのやり取

り専用ツールを構築しその中でシェ

アし、いつでもダウンロード・閲覧

いただける状態にする。など）も許

容いただけないでしょうか？ 

（質問の趣旨） 

マニュアルについては、お客様の目

線を第一に、利用目的別に多種多様

な形でご用意しております。 

また、法改正などが発生すれば予告

含めて適宜修正・改訂を行っていま

す。 

その状況下において、一度書面及び

電子媒体での提供となりますと数が

膨大におよびそもそも検索にも時間

がかかります。 

電子媒体に焼き出してご提供の場合

でも改訂があった場合の対応など困

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最低限書面及び電子媒体での納品を

頂き、プラスアルファという形で、

専用ツールの使用であれば許容され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

る部分も発生するかと思い、一番ご

利用いただきやすい形でご提供でき

ればと考えてのご質問・ご相談とな

ります。 

 現行システムやネットワークベンダ

ーとしてやり取りが制限される範囲

のご確認 

「広島県済生会人事給与システム更

新業務仕様書」の「１２．失格条

件」に関するご質問です。 

公告に定める手続き以外での援助を

求めた場合と認識していますが、現

在のシステムのベンダーについて

は、実際に今日時点で利用する製品

の保守サポートとして、やり取りが

発生する認識です。 

どのレベルまで保守サポートの範囲

でのやり取りを許容される想定でし

ょうか。 

（質問の趣旨） 

一定今回の公告・選定を意識したや

り取り・サポートが必要になる場面

もあるかと認識しています。 

しかし、都度、正式な手続きを踏む

となると、迅速なサポートの観点で

問題が出る可能性もありつつ、公平

性も担保する必要もあるかと認識し

ています。 

その中で、何が「援助」に当たるか

一定判断軸だけもわからないことに

は、失格を恐れてコミュニケーショ

ンができなくなる・ロスが生じる可

能性もあります。それを防ぎたい意

図です。 

 帳票に関する詳細な仕様・指定のご

提示 

人事給与システム機能要件回答書 No.

240 にて負担金額は以下の帳票で確

認ができることとありますが、各帳

 

 

 

 

 自社に有利な情報を引き出そうとす

る行為を想定しておりますので、通

常の保守サポートについてのやり取

りは許容されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別添ファイル 1,2,3,4 をご確認くださ

い。 

 

 

 



 

票のレイアウト、項目など詳細情報

をご教示いただけますでしょうか。 

――― 

・職員施設別退職積立金 3 種類 

・異動明細書 

・退職積立金（各施設） 

・新規登録者明細表（当月計算書） 

――― 

 60 時間超勤務時間数の内訳情報の有

無 

人事給与システム機能要件回答書 No.

158 にて、60H 超勤務時間数の内訳

が管理できることとありますが、現

在ご利用中の勤怠システムで情報を

保持されていますでしょうか。 

 給与基本管理の帳票の詳細 

人事給与システム機能要件回答書 No.

127 の大分類の給与基本管理に関し

て、帳票出力時には条件設定、出力

順、改頁の指定が行えることとあり

ますが、給与基本管理の帳票とはど

のような帳票か詳細確認することは

可能でしょうか。 

 各種確認リストの詳細 

人事給与システム機能要件回答書 No.

123 にて情報変更後に以下の確認リ

ストを出力できることとあります

が、各リストの詳細項目をご提示い

ただけますと幸いです。 

――― 

・給与基本情報確認リスト 

・給与基本支給状況確認リスト 

・給与控除確認リスト 

・給与減額確認リスト 

・住民税確認リスト 

・その他支給控除確認リスト等 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 勤怠システムでは 60 時間以上のデー

タを保有しておりません。 

給与計算上、60 時間超えの時間数を

割増計算したいので、60 時間超えの

時間数を登録できる項目だけがあれ

ばよいです。 

 

 別添ファイル 5,6,7,8,9,10,11,12,13 を

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 別添ファイル 14 をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 人事異動譲歩からの情報取り込みと

変更内容の確認 

人事給与システム機能要件回答書 No.

119 にて、人事異動の情報から給与

業務の情報を一括で取り込めるこ

と。また、変更される情報が一覧で

出力され、変更内容を確認できるこ

と。…とありますが、具体的に取り

込みが必要な項目についてご教示い

ただけますと幸いです。 

 マニュアルの内容・想定に関するご

確認 

人事給与システム機能要件回答書 No.

59・60・61 にて操作マニュアルや月

次処理マニュアルに関する記載があ

りますが、これらは貴法人の独自の

業務運用に沿ったマニュアルの提供

が必要ということになりますでしょ

うか。 

（業務マニュアルは業務アウトソー

シング等のケースを除いて、お客様

側で作成・引継ぎをされるケースが

ほとんどかと認識しており、マニュ

アルとしてご要望いただいている範

囲・イメージを確認できますと幸い

です。） 

 すべての帳票の出力 

人事給与システム機能要件回答書 No.

50 にて、全ての帳票は Excel で出力

ができ、印刷前のプレビュー確認

や、ファイル保存が可能であるこ

と。また、作成した帳票を Excel で容

易に加工できること。…とありま

す。 

こちらについて、データだけでなく

帳票もすべて。となりますでしょう

か。ものによっては（住民税特別徴

収通知など）、公的な帳票であるこ

とから Excel 化が好ましくない・PD

 人事データを労務管理システムで管

理した場合、給与業務に必要な情報

を一括で取り込みたい。例えば、人

事異動の情報、住所変更・家族構成

の変更・通勤方法の変更など。更

に、この変更された情報が、前月比

較にて一覧で出力されたい。 

 

 

 

 操作マニュアルについては、システ

ムを使用する担当者が使用する基本

的な操作マニュアルのことを示しま

す。独自の業務運用に沿ったもので

はございません。 

これにより担当者が変更しても対応

できることを目的としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 帳票については、公的なものではな

く、Company の社員情報検索を使用

して作成する帳票類をイメージして

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F であるべき帳票もある認識でして、

どの範囲を想定しているか伺えます

と幸いです。 

 参加表明もしくは参加資格審査通過

の入札者の開示 

参加申込書等提出期限が令和 8 年 3

月 18 日（水）の 17 時まで、参加資

格審査（書類審査）結果の通知が令

和 8 年 3 月 23 日（月）と認識してい

ます。 

こちらについて、参加表明があった

入札者と、どの入札者が参加資格審

査結果として通過したのか、開示い

ただくことは可能でしょうか。 

 

 

 

 自社の参加資格の有無のみの通知と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


